
「あんしん補償」利用規約 

 

株式会社ＮＴＴドコモ（以下「当社」といいます）は、当社が定める端末に係る補償サービス利用規約（以

下「本規約」といいます）に基づきあんしん補償（以下「本サービス」といいます）を提供します。 

 

第１節 総則 

（定義） 

第１条 本規約において使用する用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。 

(1) 本契約 

お客様と当社の間で本規約に基づき締結される、当社から本サービスの提供を受けるための契約。 

(2)契約者 

当社と本契約を締結されているお客様。 

(3)故障等 

補償対象機器に発生した、別表 1 内「補償対象範囲」で定める自然故障、物損故障 

(4) コールセンター 

契約者が本サービスを利用するための電話による受付窓口。 

(5) 補償対象機器 

契約者が所有する別表 1 内に記載の「補償対象機器」に定める機器 

(6) 修理補償 

補償対象機器に発生した故障等に対し、当社が修理又は交換端末提供を実施すること。 

(7) 補償請求 

当社に修理補償を請求すること。 

(8) 交換端末 

故障端末の代替として当社が契約者に提供する機器。 

(9) 問診 

補償対象機器に、故障等が生じていることが疑われるとして契約者からコールセンターに電話連絡

があった場合に、電話による故障診断を行うこと。 

(10) 故障端末 

問診により故障等が生じていると当社が判断した補償対象機器。 

(11) 補償対象事故 

修理補償の対象となる故障等とし、詳細は第 14 条（本サービスによる修理補償の範囲）のとおり。 

(12) 修理費用 

修理補償において必要となる部品代、交換端末代、工賃、梱包費、代引き手数料、送料等の実費。 

(13) 月額利用料 

本サービスに係る利用料金のうち月額で定める料金。 

(14) 契約者負担金  

本サービスに係る利用料金のうち、別表１「契約者負担金」に定める、修理補償利用時に契約者が

負担する料金。 



(15) 利用料金 

月額利用料及び契約者負担金の総称。 

(16)修理 

契約者が当社に送付した故障端末の修理を実施すること。 

(17) 交換端末提供 

当社が、契約者から送付された故障端末の引き取り後、交換端末を提供すること。 

(18）OCN モバイル ONE 音声対応 SIM 契約 

当社のＩＰ通信網サービス契約約款（ＯＣＮ）に規定する第 2 種オープンコンピュータ通信網サー

ビスのうち、下記の提供を受けるための契約： 

■タイプ 6 の 3 コース 1 メニュー1 プラン 1 に係るもので、かつ音声通話機能付契約者カ

ードに係るもの。 

(19) OCN モバイル ONE 音声対応 SIM カード 

 当社と契約者で締結した OCN モバイル ONE 音声対応 SIM 契約の対象となる SIM カード 

(20) 請求事業者 

本契約に係る料金その他の債務に係る当社の債権を譲渡した当社が別表２に定める事業者 

(21) 特定請求事業者 

当社が別表２に定める請求事業者（エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に限ります。）

に対して譲渡した債権を、請求事業者が定める「ＮＴＴドコモの OCN ご利用料金等の請求・収納業

務」に関わる取扱い規約に従い更に譲渡する事業者 

 

（サービス概要） 

第２条 本サービスは、補償対象機器について故障等が疑われる場合に、契約者からの請求に応じ、コール

センターにて問診を行い、その結果補償対象機器に補償対象事故が生じていると当社が判断した場

合に本規約に基づき、修理補償を提供するサービスです。 

2. 修理補償を利用できる回数は、本契約１契約に対し、別表1内に定める補償開始日から起算して12

カ月以内（以下「補償積算期間」といいます）に２回までを限度とし（以下「年間上限回数」とい

います）、補償積算期間満了以降の12カ月間も同様とします。なお、補償対象機器のメーカー保証

により行われた修理等については、年間上限回数に積算されないものとします 

3. 当社は、別表１に定める補償上限金額の範囲で修理補償を提供するものとします。また、修理費用

が補償上限金額を超過した場合等、別表１内に定める「契約者負担金」については契約者の負担と

します。 

3. 修理補償の提供対象となる補償対象期間は、別表１内「補償対象期間」に定める通りとします。 

4. 契約成立日から補償開始日までの期間は本サービスの免責期間となり、補償請求および修理補償を

ご利用いただけません。 

 

（本規約の範囲・変更） 

第３条 当社が、必要に応じて契約者に通知する内容及び当社のホームページ

（https://service.ocn.ne.jp/mobile/one/warranty/）又はその他関連ページにて公表する本サ



ービスの利用に関する取り決めは、本規約の一部を構成するものとします。 

2.当社は、本条第３項に定める方法により契約者に事前に通知することにより、本規約を変更できる

ものとします。本規約の改定日をもって、契約者が改定後の規約に同意したものとみなします。こ

の場合には、利用料金その他の提供条件は、変更後の規約によるものとします。 

3. 契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。 

(1) 当社のWebサイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって契約者に対する通知

が完了したものとみなします。 

(2) 契約者が利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛に電子メー

ルを送信し、又はFAX番号宛にFAXを送信して行います。この場合は、契約者の電子メールアドレ

スを管理するサーバに到達した時又はFAX受信機に到達した時をもって契約者に対する通知が完

了したものとみなします。 

(3) 契約者が利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行います。この

場合は、郵便物が契約者の住所に到達した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみな

します。 

(4) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時

をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。 

4. 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）第22条の２の３第２項第１号に該当

する事項変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法、個別に通知する方法又はその他

当社が適当であると判断する方法により説明します。 

 

第２節 利用申込等 

（申込条件） 

第４条 お客様は、本サービスの申込み時点において、以下に定める申込条件を満たす必要があります。 

(1) OCNモバイルONE音声対応SIM契約にご契約されていること。 

(2) 補償対象機器で、OCNモバイルONE音声対応SIMを利用していること。 

(3) 補償対象機器はOCNモバイルONE音声対応SIM契約者自身が保有、利用するものであること。 

(4) 補償対象機器が、本サービス申込時点において既に補償対象事故その他の原因により正常に利

用できない状態にないこと。 

(5) 当社に対する一切の支払債務（当社が提供する他のサービスに係る契約を含みます）が支払期

限内に支払われていること。 

2. サービスの利用を希望する場合は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申し込むものとし

ます。かかる申し込みがなされた後は、当社はそのキャンセルを一切受け付けません。 

 

（本人確認書類の提出） 

第５条 当社は、自署捺印、運転免許証その他の公的機関が発行する身分証明書の提示またはその写し 

の提出等を求めることがあります。 

 

（契約の単位） 



第６条 当社は、１OCNモバイルONE音声対応SIM契約につき、１の本サービスを提供します。 

 

（契約申込の承諾） 

第７条 当社は、本サービスの利用申込があったときには、当社が定める基準に従い申込み内容を受け付け

た順序に従って審査します。なお、当社は、当社が申込を承諾した日（以下「契約成立日」といい

ます）を当社が別途定める方法で契約者に対して通知するものとします。なお、当社は申込を承諾

した場合は、契約者に対してメールにて申込を承諾した日（以下「契約成立日」といいます）を契

約者に対して通知するものとします。 

2. 当社が申込を承諾した後に、契約者が次の各号に定める事項のいずれかに該当することが判明した

ときには、当社はその承諾を取り消すことができるものとします。 

(1) 第4条（申込条件）で定める条件を満たさないとき。 

(2) 登録情報に虚偽事項、誤記又は記入漏れがあるとき。 

(3) 当社の業務遂行上著しく支障があるとき。 

(4) その他、当社が不適切と判断したとき。 

3  当社は本契約の成立後であっても、前項各号に該当することが明らかになった場合には第１項の承

諾を取り消す場合があります。この場合、当社は取消により契約者が被った損害についての責任を

負わないものとし、契約者はそれまでに当社に生じた費用を負担するものとします。 

4 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。 

 

（契約期間） 

第８条 本契約の契約期間は、前条（契約申込の承諾）第1項に定める契約成立日より開始し、当社又は契

約者により本契約が解約される日までとします。 

2.本契約の解約がなされた場合、当該解約日をもって、本サービスの提供は終了するものとします。 

 

第３節 契約事項の変更等 

（契約者の氏名等の変更の届出） 

第９条 契約者は、登録情報に変更があったときは、そのことを速やかに当社所定の方法により当社に届け

出るものとします。 

2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類の提示を求める場合が

あります。 

3. 契約者が前各項の届出等を怠ったことにより、契約者に不利益が発生したとしても、当社は何ら責

任を負わないものとします。 

 

（契約の譲渡） 

第１０条 本契約に基づき本サービスを利用する権利は契約者のみに帰属し、契約者は、本契約で別に定める

場合を除き、本サービスを利用する権利を第三者に譲渡、承継、売買又は質権の設定その他担保の

用に供してはならないものとします。 

 



（契約者の地位の承継） 

第１１条 相続により契約者の地位の承継があった時は、相続人（相続人が複数あるときは、遺産分割協議に

より契約者の地位の承継をした方で1名に限ります）は、承継をした日から30日以内に、当社所定

の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ることで、引続き本規約に基づき本サービスを

利用することができます。 

 

第４節 本サービスの提供 

（修理補償の請求） 

第１２条 補償対象機器について修理補償を受けることを希望する場合、契約者は、補償対象事故が発生した

日を起算日として10日以内に契約者（本人に限ります）から当社の定める方法により補償請求を行

うものとします。当該期限以降の補償請求はお受けできません。 

2. 契約者は、補償請求にあたり、当社に対し、次の事項を通知するものとします。 

(1) IMEI 番号 （IMEI 番号が確認できない場合、補償請求をお受けできません。） 

(2) 契約者の氏名 

(3) 契約者がOCNモバイルONE音声対応SIMカードで利用している電話番号 

(4) 補償対象機器の状況(品名、メーカー名、故障状況等) 

3.契約者は、補償請求にあたり、当社に対し、次の書類を提示するものとします。ご提出できない場

合は、補償請求をお受けできません。なお、当社は、受領した当該書類を契約者に返却する義務を

負わないものとします。 

(1) 当社が認めた、故障端末の購入を証明する証憑（保証書のコピー、該当端末レシート等） 

(2) 当社所定の「修理同意書」 

       

 

（問診） 

第１３条 契約者から前条（修理補償の請求）に従い補償請求があり、補償対象機器に補償対象事故が生じて

いると疑われる場合、当社は先ず電話にて契約者が申告した不具合の問診を行います。 

2. 契約者は、当社が問診及び修理補償等の提供に必要な協力を求めた時は、次の事項について協力す

るものとします。 

(1) 当社の求めに応じた必要な情報の提供。 

(2) 当社の指示に基づく補償対象機器の操作(当社の求めに応じたID やパスワード等の入力を含

みます)。 

(3) その他、本サービスの提供のために当社が必要と認める事項の実施。 

3. 問診の結果、補償対象機器に補償対象事故が生じていると当社が判断した場合、本規約に基づき、

修理補償を実施します。なお、当社は問診した結果、技術的理由又は部品の入手が困難である等の

理由から、当社が故障端末の修理が不可能であると判断した場合、契約者に対して修理を提供する

義務を負わないものとします。この場合、当社は、契約者に対して修理に代えて、当社が別途指定

する端末から、第１７条に定める交換端末の提供を行うものとします（契約者による修理又は交換

端末提供の指定や選択はできません）。 



4. 当社は、問診の結果、当社が補償対象機器に補償対象事故が生じていると判断できない場合又は補

償対象事故にあたらないと判断する場合、または第18条(本サービスの提供除外事由)に該当すると

当社が判断する場合には、修理補償の提供を行わないものとします。 

5．契約者は、契約者の費用負担にて追跡可能な郵送手段により故障端末を当社に送付するものとしま

す。追跡可能な郵送手段以外で契約者が故障端末を送付した場合等、当社に送付される前に発生し

た事故について、当社は何ら責任を負いません。 

 

（本サービスによる修理補償の範囲） 

第１４条 修理補償後に、当社から契約者へ補償対象機器の返却または交換端末を送付する住所は、日本国内

に限るものとします。 

2. 補償対象事故は、別表１内に定める「補償対象範囲」のとおりとします。 

 

（年間上限回数を超過した利用） 

第１５条 本契約に基づく修理補償回数が既に年間上限回数に達した場合は、契約者は、当該補償積算期間に

おいては、補償請求を行うことができません。 

 

（修理） 

第１６条 当社は、第１３条５項により契約者より送付された故障端末について修理を実施します。修理実施

の過程で技術的理由又は部品の入手が困難である等の理由から、当社が故障端末の修理が不可能で

あると判断した場合、当社は、契約者に対して修理に代えて、当社が別途指定する端末から、第１

７条に定める交換端末の提供を行うものとします（契約者による修理又は交換端末提供の指定や選

択はできません）。 

2. 修理が完了した場合、当社は修理完了後に、契約者に修理が完了した補償対象機器を補償請求時に

契約者が指定した住所に返送することとします。 

3. 当社が契約者に修理が完了した補償対象機器を返送した日から14日以内に、契約者の責めに帰すべ

き事由なく同一事象及び同一か所の故障等が発生した場合は、当社の費用負担において再修理を行

います。なお、この場合の再修理は、年間上限回数に積算されないものとします。ただし、第18条

（本サービスの提供除外事由）に定める場合に該当するときには、当社は再修理を行わないものと

します。 

4. 次の各号に該当する場合、当社は、契約者が、当社のお預かりする補償対象機器に対する権利を放

棄したものとみなし、契約者に一切の責任を負うことなく、当該補償対象機器を当社の判断により

処分できるものとします。なお、この場合も、契約者は、第23条（料金等の支払義務）に基づく月

額利用料その他当社に負担する支払債務についての支払義務を免れません。 

■ 交換端末又は修理が完了した補償対象機器を、契約者が配送先として登録した住所に当社指定

の配送業者が配送した日（不在の場合は不在通知に記載の通知とし、不在通知が複数ある場合は最

も遅い日）から30日が経過しても、配送が完了しない場合。 

5. 当社は、故障端末の修理期間中に契約者が使用する代替機器の貸与は行いません。 

 



（交換端末提供） 

第１７条 前条に定める修理が不可能であると当社が判断した場合、当社は契約者に対し、当社が指定する交

換端末を提供するものとします。なお、契約者による交換端末の受領をもって、故障端末の所有権

は、契約者と当社間においては、当社に帰属するものとします。 

2. 交換端末は当社が交換端末として指定する機種に限ることとし、契約者による指定や選択はできま

せん。 

3. 当社が提供した交換端末（電池パック、付属品を含みます）について、契約者が受領した時点で破

損その他不具合を発見した場合（以下「不具合等」といいます）、契約者は当該交換端末の受領日

から1ヶ月以内に、その旨を当社に申し出るものとし、当社の指示に従い当該交換端末を当社に返

送するものとします。当社は、本項に基づき契約者より返送された交換端末に不具合等が認められ

た場合は、次条（本サービスの提供除外事由）に該当する場合を除き、契約者に対し、交換端末を

再提供するものとします。なお、この場合の交換端末の再提供は、年間上限回数に積算されないも

のとします。 

 

第５節 本サービスの提供除外事由 

（本サービスの提供除外事由） 

第１８条 以下に定める事項のいずれかに該当すると当社が判断する場合、当社は、契約者に対し、本サービ

スの提供を行いません。 

(1) 直接、間接にかかわらず、補償対象機器の不具合、故障又は損傷が、次に掲げる事由に起因し

生じたものである場合。 

① 不適切な使用（電池漏洩、増設及び改造行為等）又は管理の不備 

② 天災地変（自然災害を起因とする火災・地震・地盤変動・地盤沈下・水害・落雷・塩害・

ガス害等）ならびに公害や異常電圧その他の外的要因 

③ 補償対象機器以外の製品（SIMカード、故障記憶媒体）又はサービス（ソフトウェア、アプ

リ等）の利用 

④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は

暴動（群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地域において著しく平穏が害

され、治安維持上重大な事態と認められる状態） 

⑤ 燃料物質（使用済燃料を含む。以下同様とする）もしくは核燃料物質によって汚染された

物（原子核分裂生成物含む）の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事

故 

⑥ 補償対象機器の西暦による年号を電子的に表示、認識又は処理する機能を内蔵するものに

関し、かかる機能の設計上の問題に起因する日時認識エラー 

⑦ ソフトのバグ、コンピューターウィルス 

⑧ 使用上の誤り（取扱説明書記載以外の使用）又は維持管理（メーカーが定める定期清掃を

含む）の不備もしくは当社以外が行った修理や改造等 

⑨ 設置不良、設置不良、その他の類似の事由 

⑩ 差し押さえ、収用、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使 



(2) 契約者が修理補償の申込の際に当社へ申告した症状について、当社で再現確認ができなかった

場合。 

(3) 第4条（申込条件）のいずれかを満たさない場合。 

(4) 第5条（契約申込の方法）に定める登録情報が確認できない場合。 

(5) 契約者が第12条（修理補償の申込方法）の定めによらず補償請求をした場合。 

(6) 契約者が第13条（問診）第2項に定める協力を行わない場合。 

(7) 第14条（本サービスによる修理補償の範囲）に定める範囲を超えた補償請求である場合。 

(8) 契約者以外が補償対象機器を保有、使用する場合 

(9) 補償請求の対象が別表１内に定める「補償対象外機器」に該当する場合 

(10) 当社が故障端末の購入を証明する当社が認めた証憑（保証書、購入時のレシート等）に、当該

証憑に補償対象機器の購入日及び販売店名の記載がない場合又は字句を書き換えられている

場合、もしくは故障端末の購入を証明する当社が認めた証憑（保証書、購入時のレシート等）

に記載されている内容と交換依頼を受けた故障端末に相違がある場合、並びに補償請求時に契

約者が当社に通知した契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスが予め当社に登録され

た契約者の登録情報と異なる場合。 

(11) メーカーリコール等、メーカーが補償対象機器の取替え又は部品交換の修理等を認めた場合。 

(12) 補償対象機器の自然消耗・摩耗・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色、ねずみ食い・虫食い、

その他補償対象機器の機能及び使用の際に影響の無い外観上の損傷である場合。 

(13) 補償対象機器のLCDパネル及びバックライトの経時による劣化（輝度の低下、フォーカスの劣

化、蛍光体の焼き付け等）に該当する場合。 

(14) 「お手入れ」「点検」「オーバーホール作業」「バッテリー（電池）、消耗品の交換」等、メンテ

ナンスの範囲に該当する場合。 

(15) OS・ソフトの再インストール及びBIOS調整・書き換えのみで修復可能な不具合である場合。 

(16) 契約者が補償対象機器を一般家庭用以外の目的に使用している場合（例えば法人の事業の用に

供される場合）。 

(17) 本規約に定める補償内容以外の補償（メーカー保証等）及び保険の制度により補償される場合。 

(18) 補償対象機器に異常がない場合（故障等でない場合、故障等の症状が再現できない場合等）。 

(19) 契約者による故意又は重過失もしくは法令違反により発生させた不具合、故障又は損傷である

場合。 

(20) 契約者の責に帰すべき事由により本サービスの提供が困難となる場合。 

(21) 契約者が本規約の定めに違反した場合。 

(22) その他、本サービスの提供を行うことが適当でない場合。 

2. 前項に定める事項に該当し、これにより、当社が本サービスを提供しない場合にも、契約者自身の

責任において、第20条（契約者による解約）で定める方法に従い、自ら本契約の解約を申し出る、

又は第21条（当社による解約）に従い当社が本契約を解約しない限り本契約は継続し、第23条（利

用料金の支払義務）で定める月額利用料金の支払い義務が生じるものとします。 

 

 



第６節 本サービスの終了等 

（本サービスの終了） 

第１９条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが困難な場合又はその他止むを得ない事情

があるときには、当社が適当と判断する方法により、終了予定日前まで相当な期間をもって契約者

に通知することにより、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。 

2. 前項に定める通知については、第3条（本規約の範囲・変更）第3項の規定を準用するものとします。 

 

（契約者による解約） 

第２０条 契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に当社所定の方法により

通知するものとします。 

2. 当社は、契約者が前月の末日までに前項に定める通知を行った場合、翌月からの月額料金の請求を

停止するものとします。なお、当該通知日をもって、本サービスの提供は終了するものとします。 

3. 契約者は、前項に従い当社に解約の通知を行う以前に発生した契約者負担金がある場合、これを当

社に支払うものとします。本契約が解約された場合であっても、契約者の契約者負担金を支払う義

務は存続するものとします。 

4．OCNモバイルONE音声対応SIM契約が解約された場合、本サービスも自動的に解約となります。 

 

（当社による解約） 

第２１条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、本契約を即時解約することがあります。 

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

(2) 契約者が本サービスの利用申込み若しくは補償請求の際に、故意又は重過失によって事実に反

することを告げたとき。 

(3) 第27条(禁止行為)、第28条(補償対象機器のデータ等)の規定に違反したとき。 

(4) あんしん補償サービスの契約の条件となる第2種契約またはIP通信網サービス契約約款に規定

する定期利用の適用が解除されたとき。 

(5) 第18条（本サービスの提供除外事由）の規定に基づき当社が本サービスの提供を行わないと判

断する事実が解消されない又は解消の見込みがないと判断したとき。 

(6) 第19条（本サービスの終了）に定めるとき。 

(7) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。 

① 支払停止状態に陥った場合。その他財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相

当の理由があるとき。 

② 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき。 

③ 破産宣告開始決定を受けたとき。 

(8) 契約者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成（以下総

称して「反社会的勢力」といいます）に該当し、もしくは反社会的勢力に自己の名義を利用さ

せ、本契約を締結したことが判明したとき。 

(9) 自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の委託先に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を

超えた不当な要求行為、暴力を用いる行為、風説を流布する行為、脅迫的な言動、偽計を用い



又は威力を用いての信用を毀損する行為、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為

をしたとき。 

(10) 契約者が本規約に違反（利用料金の未払いを含みます）し、当社から相当期間の催告を受

けたにも拘わらず、違反状態が解消しないとき。 

(11) その他、本契約を継続しがたい重要な事実が生じたと当社が認めたとき。 

 

第７節 料金及び支払等 

（料金） 

第２２条 当社が提供する本サービスの利用料金（月額利用料及び契約者負担金）は、月額利用料500円（税

込550円）および別表１「契約者負担金」に定めるところによります。なお、弊社は、利用料金の

うち、月額利用料は、暦月単位で課金するものとし、月額料金の日割り計算を行いません。 

 

（料金等の支払義務） 

第２３条 契約者は、補償請求の有無を問わず、契約成立日から起算して10日後を含む月の翌月１日から起算

して、本契約の終了日（理由の如何を問いません）の属する月の末日までの期間について、月額利

用料に消費税相当額を併せた料金の支払いを要します。 

2. 契約者は、本契約に基づき修理又は交換端末提供を受けた場合、別表１「契約者負担金」に規定す

る契約者負担金に消費税相当額を併せた料金の支払いを要します。 

3. 関連法令の改正等により消費税相当額の税率に変更が生じた場合には、前二項に定める消費税相当

額は、変更後の税率により計算するものとします。 

4. 契約者は、コールセンターに対する電話において、口頭で補償請求とそれに伴う契約者負担金支払

い義務の発生の了承をした時点より、契約者負担金の支払い義務を負います。その後、補償請求を

キャンセルした場合についても、当社にその責任がある場合を除き、契約者負担金の支払いを要し

ます。 

5. 契約者は、本契約に基づき当社に支払いを要することとなった契約者負担金に係る債権を、当該債

権の発生日をもって、当社の委託先である別表２に定める請求事業者（キューアンドエー株式会社

に限ります。）に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認するものとします。この

場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略できるも

のとします。 

6. 契約者は、本規約の規定により支払いを要することとなった利用料金（月額利用料に限ります。）

その他の債務に係る債権を、当社が請求事業者（エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会

社に限ります。以下本項において同じとします。）に対し譲渡することをあらかじめ承認していた

だきます。当社及び請求事業者は、契約者へ個別の通知又は譲渡承認の請求を省略し、契約者は、

請求事業者の定める「ＮＴＴドコモのOCNご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に

従っていただきます。 

7. .請求事業者（エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に限ります。以下、本項におい

て同じとします。）は、当社から譲り受けた債権を請求事業者の定める「ＮＴＴドコモのOCNご利用

料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に基づき特定請求事業者に対して譲渡する場合があ



ります。この場合、特定請求事業者から契約者への請求書等の送付をもって特定請求事業者が請求

事業者に代わって債権譲渡を通知したものとして取扱うものとし、契約者は、特定請求事業者の定

める「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約に従っていただきます。 

8. 当社は、理由の如何を問わず、利用料金について一切の減額又は返金をしないものとします。 

 

（修理補償提供の際の送料・梱包費用・代引き手数料の負担） 

第２４条 修理及び交換端末提供に要する補償対象機器の送料、梱包料及び代引き手数料等の費用負担につい

ては、別表1「契約者負担金」のとおりとします。 

 

 

（延滞利息） 

第２５条 当社は、契約者が利用料金について支払期限を超過しても未払いの場合は、支払期日の翌日から起

算して支払日の前日までの期間について年14.5％の割合で計算して得た額を延滞利息として請求

できるものとします。なお、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て

ます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内（第23条第７項の規定に基づき請求事業者が

その料金その他の債務に係る債権を特定請求事業者に譲渡する場合は15日以内とします。）に支払

いがあった場合はこの限りではありません。 

 

（代引きによる支払） 

第２６条 契約者負担金が発生する場合は、当社指定の配送業者による代引き又は請求事業者（キューアンド

エー株式会社に限ります。）が指定する支払方法を利用することとします。代引きの場合の代引き

手数料は契約者の負担とし、契約者は、補償対象機器、故障端末又は交換端末の受領時に、指定配

送業者に契約者負担金を直接支払うものとします。 

 

第８節 契約者の義務 

（禁止行為） 

第２７条 契約者は、次の各号に定める事項を遵守するものとします。 

(1) 有償・無償を問わず、本サービスを使用して営利を目的とした利用（本サービスに対し付加

価値サービスを提供することを含みます）をしないこと。 

(2) 本サービス及びその他当社又は当社の委託先の事業運営に支障をきたす恐れのある行為（契

約者による過度に頻繁な問い合わせ又はコールセンターの応答時間を故意に延伸させる等に

より、当社の業務の遂行に支障を及ぼすことを含みます）をしないこと。 

(3) 登録情報の申請及び変更時に、虚偽の申請をしないこと。 

(4) 補償請求時に、補償対象機器に生じた補償対象事故について虚偽の通知をしないこと。 

(5) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。 

(6) 本サービスを不正な目的で使用しないこと。 

(7) 当社、第三者（当社の委託先を含む）の財産権（知的財産権を含む）、プライバシー、その他

の権利を侵害しないこと。 



(8) 当社及び当社の委託先の名誉又は信用を毀損しないこと。 

(9) 当社及び当社の委託先に損害を与えないこと。 

(10) 法令、公序良俗に違反する行為をしないこと。 

(11) 前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為をしないこと。 

(12) その他、当社が不適切と判断する行為をしないこと。 

 

（補償対象機器のデータ等） 

第２８条 契約者は、必要に応じて、次の各号に定める事項を契約者の責任において実施の上、補償請求を行

うものとします。 

(1) 故障端末に記憶させたデータ（プログラムを含みます）のバックアップ及び消去。 

(2) 故障端末に記憶させる機密情報の防護措置又は消去。 

(3) 記録媒体（SSD、SDカード類等の記憶装置）、純正でない部品・機構・付加物及び改造部品（総

称して「添付物」といいます）の取り外し。 

2. 契約者が故障端末にデータ、機密情報又は添付物を記録又は付加した状態で当社に引渡した場合に

は、契約者がこれらに対する権利を放棄したものとみなし、契約者に一切の責任を負うことなく、

これらを当社の判断により処分できるものとします。 

 

第９節 個人情報 

（個人情報の取扱） 

第２９条  当社は、本規約に定めるほか、契約者に関する個人情報については、当社が別に定めるプライ

バシーポリシー（https://www.docomo.ne.jp/utility/privacy/）に基づき取り扱います。 

2．本サービスの提供にあたり、契約者は、当社が取得した個人情報の一部を委託先に通知することに

ついて同意していただきます。 

3. 当社は、以下に定める場合には、契約者の個人情報を第三者に提供することができるものとします。 

(1)本サービスを提供するために当社の委託先又は当社の委託先が契約している損害保険会社に開

示する場合 

(2)第２３条５項に定める債権譲渡を行うために当社が請求先事業者に開示する場合 

(3)当社の権利行使に必要な場合 

(4)裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会又はこれらに準じた権限を有する機関から開示を求

められた場合 

(5)合併、事業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場

合 

(6)個人情報保護法その他の法令により認められた場合。 

4. 契約者は、当社が第２３第６項の規定に基づき請求事業者（エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ

ョンズ株式会社に限ります。以下本項において同じとします。）に債権を譲渡する場合において、当

社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報および料金の回

収に必要となる情報を請求事業者に提供することにつき同意していただきます。 

5. 請求事業者（エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に限ります。以下本項において



同じとします。）から特定請求事業者に対して債権が再譲渡される場合、請求事業者に提供された前

項の情報は、特定請求事業者にも提供されるものとし、契約者は、当社又は請求事業者による特定請

求事業者への情報の提供につき同意していただきます。 

6. 本サービスに係る債権（月額利用料に限ります。）が請求事業者（エヌ・ティ・ティ・コミュニケ

ーションズ株式会社に限ります。以下本項において同じとします。）から特定請求事業者に再譲渡さ

れた場合、契約者は、その債権に関して料金が支払われた等の情報が請求事業者に提供されることに

つき同意していただきます。この同意は、当社が特定請求事業者に代わって契約者から取得したもの

として取り扱われます。 

7. 前項に規定する債権の再譲渡の有無にかかわらず、第２３条第６項の規定に基づく債権譲渡がな

された場合、その債権に関して料金が支払われた等の情報は、当社にも提供されることにつき契約者

は同意するものとします。この同意は、当社が請求事業者（エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション

ズ株式会社に限ります。）に代わって契約者から取得したものとして取り扱われます。 

 

第１０節 雑則 

（免責事項） 

第３０条 当社は、本契約締結により、契約者の目的に適合したサービス提供すること、不具合（故障を含み、

本条において同じ）の原因の特定又は解決を図ることを保証するものではありません。 

2. 契約者が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任でこれを解

決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。 

3. 当社は、本契約に基づき生じた、契約者の損害について、本規約に別段の定めがある場合を除き、

一切の責任を負いません。 

4. 当社は、補償対象機器及び付属品に記録されたデータの破損・消失について、一切の責任を負いま

せん。 

 

（責任の制限） 

第３１条 当社の債務不履行・不法行為責任は、当社の故意・重過失によらない場合は免責されます。ただし、

本契約が消費者契約法上の「消費者契約」に該当する場合、当社は、契約者に発生した、現実、直

接かつ通常の損害（予見有無を問わず特別損害、逸失利益、データの破損・消失・使用機会の逸失

を除きます）に限り、賠償責任を負うものとします。この場合、当社の損害賠償責任は、損害が発

生した月を含む過去12 カ月において契約者が当社に支払った各月の本サービスに係る月額利用料

金の総額を上限とします。なお、当社の故意・重過失の場合、「消費者契約」に該当した場合の当

社の損害賠償責任の上限は適用されないものとします。 

 

（適用制限） 

第３２条 本規約の規定が関連法令に抵触する場合、その限りにおいて本規約は適用されないものとします。

この場合であっても、その法令に抵触しない本規約の他の条件は有効に適用されものとします。 

 

（準拠法・裁判管轄） 



第３３条 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意を持って協議

し、できる限り円満に解決するものとします。 

2．本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとし、本規約に関する 

紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

以上 

 

 

２０２２年７月１日 制定 

２０２３年７月１日 改定 

 

  



 

別表１ 
 

補償対象機器 下記全ての条件を満たす機器が補償対象となります： 

・ OS が Android または iOS を搭載しているスマートフォン 

・ 契約者が所有し、OCN モバイル ONE 音声対応 SIM カードを挿入して利用して

いる機器 

・ OCN モバイル ONE 音声対応 SIM カードを挿入することにより通信・通話が可

能となった機器 

・ 契約者が補償請求を行った日から遡って 90 日以内に OCN モバイル ONE の音

声 SIM カードを使用した通信が当社により確認できた機器 

・ 日本国内で販売されたメーカーの正規品である機器 

・ 日本国内で修理可能な機器 

 

■補償対象外となる機器 

・ 本サービスの加入前、または加入後にかかわらず、正規修理以外の修理（非

正規修理）を行ったことのある機器（当該機器は改造品として、本サービ

スの補償対象外（中古機器の販売店で購入した中古品に非正規修理が行わ

れている場合を含む） 

・ 日本国内で販売されたメーカーの正規品でない機器 

・ スマートフォン以外の機器（タブレット機器、モバイルルーター、Wi-Fi モ

デル、パソコン、ゲーム機、フィーチャーフォン等） 

・ 本補償サービス申し込み前にすでに破損・故障していた機器 

・ 対象機器の付属品・消耗品（AC アダプタ・ケーブル・バッテリー・外部記

録媒体等） 

・ 対象機器内のソフトウェア・アプリケーション 

・ レンタル・リースなどの貸借の対象となっている機器 

・ 過去に当該対象機器のメーカー修理（メーカーが指定する正規の修理拠点

で修理されたもの）以外で修理・加工・改造・過度な装飾がされたと当社

が判断した機器 

・ 第三者の紛失・盗難の被害対象品、違法に取得した機器 

・ 違法な手段により SIM ロックが解除された機器又は当社がそのように判断

した機器 

・ 本サービス以外の保険、又は補償サービス等を用いて修理・交換が必要な

機器 

補償対象範囲 (1)自然故障：補償対象機器の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意

書きに従った正常な使用状態で補償対象機器を使用していたにも拘わら

ず生じた故障 

(2)物損故障：落下等による破損、水濡れ、水没による破損又は故障 



■補償範囲対象外の事象 

・ 機器の電池・電池カバーの故障や損傷、機能に問題のない外観上の損傷、

ソフトウェアによる障害、OCN モバイル ONE 音声対応 SIM カード自体の故

障・破損。 

・ 明らかに加入者の故意又は重過失による故障・破損であると分かる場合。 

・ 加入者の故意又は重過失に起因関連し発生した故障、自然災害に起因関連

し発生した故障、紛失及び盗難。 

・ 故障端末の回収元及び修理した対象製品又は交換機の送付先が日本国内で

ないもの 

補償開始日 契約成立日の 10 日後を含む月の翌月 1 日 

補償対象期間 (1)自然故障：補償開始日から、当社が故障端末の発売日または発売日に相当

すると判断した日より 36 カ月以内 

(2)物損故障：補償開始日から本契約の解約日まで。 

補償上限金額 50,000 円（税込）/１契約 

契約者負担金 (1) 契約者からの故障端末送付に係る梱包料及び送料 

(2) 交換機器の提供における交換代金 

1 回目の場合、4,000 円（税別） 

2 回目の場合、8,000 円（税別） 

(3)機器 1 台につき、1 回あたりの交換又は修理に係る費用（修理の場合は修理

実費、交換の場合は交換機の価格、並びに修理した対象機器又は交換機を加入

者に送付する際の梱包料及び送料とする）が上記補償上限金額を超過した場合

の超過金額。 

(4)当社に故障端末を送付後、契約者都合により修理又は交換機器提供の請求が

キャンセルされた場合、又は問診時に契約者から申告を受けた故障事象が当社

にて再現できなかった場合の、契約者への故障端末の返送に係る梱包料及び送

料並びに以下の工賃。 

受付手数料：3,000 円（税別） 

故障診断料：5,000 円（税別） 

※故障端末のメーカーによって上記金額が異なる場合があり、具体的な工賃は、

別途別表 2 に定める請求事業者（キューアンドエー株式会社に限ります。）から

契約者に通知するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 



別表２ 

 

請求事業者 

事業社名 キューアンドエー株式会社 
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則（令和４年６月 15 日 レパＮ第 205 号号） 

１ 本利用規約は、令和４年７月１日から実施します。 

（吸収分割に伴う取り扱いについて）  

２ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下「NTT コム」といいます。）が次の表の左欄の

利用規約（以下「旧規約」といいます。）の規定により締結し、令和４年５月 13 日付け吸収分割契約により当

社に承継された契約の規定は、この規約実施の日において、次の表の右欄の利用規約（以下「新規約」といい

ます。）の規定によるものとします。 

旧規約 新規約 

「あんしん補償」利用規約 「あんしん補償」利用規約 

３ 旧規約により NTT コムが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこの附則の２の表の右欄

の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。 

４ この規約実施前に、NTT コムに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行 為は、新規約の規定に

基づいて行ったものとみなします。 

 

附 則（令和５年５月 24 日 レパＮ第 009600000488-01 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和５年６月１日から実施します。 

 

附 則（令和５年６月15日 レパＮ第009600000741-01号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和５年７月１日から実施します。 

（吸収合併に伴う取り扱いについて） 

２ エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社（以下「レゾナント」といいます。）が次の表の左欄の規約（以下「旧

規約」といいます。） 

の規定により締結し、令和５年５月１５日付け吸収合併契約により当社に承継された契約の規定は、この改正

規定実施の日において、 

次の表の右欄の規約（以下「新規約」といいます。）の規定によるものとします。 

旧規約 新規約 

「あんしん補償」利用規約 「あんしん補償」利用規約 

３ 旧規約によりレゾナントが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこの附則の２の表の右

欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に、レゾナントに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行為は、新規約の規

定に基づいて行ったものとみなします。 

 

以上 


